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（件名・要旨） 

辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的 

議論より、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める 

陳情について 

    

１．沖縄の声 

2019 年２月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投

票総数の７割以上が反対の意思を示した。憲法改正の手続きにおける国民投票の場合には投

票総数の５割以上で国民の民意にもとづく承認とみなすことが憲法及び国民投票法で規定

されていることを鑑みれば、今回県民が直接民主主義によって示した民意は決定的である。

これまで県知事選で重ねて示されてきた民意と合わせ、政府および日本国民は、民主主義に

のっとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急におこなう必要がある。 

名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されているということは、日本国憲法

が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下の平等の各理念に著しく反している。 

普天間基地所属の海兵隊について、沖縄駐留を正当化する軍事的理由や地政学的理由が根

拠薄弱であることは多数の識者から指摘されており、日米元政府高官も軍事的には沖縄では

なく、他の場所でも良いと明言している。安倍首相をはじめ元防衛大臣らも本土の理解が得

られないという政治的な理由で沖縄に決定したと明かしている。 

日米安保条約に基づき、米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、それは本土・日

本国民が全体で負担すべきものであり、歴史的・構造的に過剰な負担が強いられ続ける沖縄

になお民意を無視し、新基地を建設することは明白な差別である。国家の安全保障に関わる

重要事項だというのであれば、なおのこと、下記の陳情事項１～３に整理した民主主義及び

憲法にのっとった公正な手続きを踏んだ解決をはかることを求める。 

 

２．憲法第４１条．憲法第９２条．憲法第９５条違反 

名護市辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定（2006 

年５月３０日及び 2010 年５月２８日）があるのみである。 

憲法第４１条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定 

め、立法権を国会に独占させていることから、「国政の重要事項」については国会が法律 

で決めなければならない。次に、憲法第９２条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する

事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めており、地方公共団体の

自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければならない。そして憲法第９５条



は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めるところにより、その地方公

共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定すること

ができない。」と規定する。 

 安倍晋三首相は 2015 年４月８日参議院予算委員会で「辺野古問題は国政の重要事項にあ

たる」と述べ、2016 年９月１６日の福岡高裁那覇支部判決は、辺野古新基地建設が「自治権

の制限」を伴うことを明確に認めている。そうすると、辺野古米軍基地建設は「国政の重要

事項」であり、沖縄県の自治権を制限するものであるから、今回の県民投票は憲法第９５条

の趣旨に沿うものとして、憲法上の拘束力がある。 

よって、政府は日本国憲法に基づき、普天間基地の沖縄県外への移設を民主主義のプロセ

スで追求し、また日米安保条約および日米地位協定の規定する日米合同委員会を通じて協議

すべきである。 

 

３．SACO（沖縄に関する特別行動委員会）の基本理念違反 

 普天間基地の返還は SACO（沖縄に関する特別行動委員会）において日米間で決定した。

SACO 設置の経緯について、防衛省は公式にこう説明している。「政府は、沖縄県民の方々の

御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えの下、沖縄県の将来

発展のため、在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払う」。しかし

ながら、1996 年１２月の SACO 最終報告では、普天間基地の代替施設と称して同じ沖縄県内

に新基地を設立するものとされ、SACO 設置時の基本理念に違反している。 

 日米両政府が普天間基地の代替施設が必要であるというのであれば、沖縄が歴史的に背負

わされてきた過重な負担を軽減するため「国民全体で分かち合うべき」なのだから、「沖縄

以外の全国全ての自治体をまずは潜在的な候補地」として、国民的議論を経て県外・国外か

を決定し、解決すべきことは本来当然の帰結である。 

 

４．人権侵害及び法の下の平等違反 

 沖縄は幸福追求権などの基本的権利から遠く、平和的生存権さえ脅かされ続けている。こ

のことは、1945 年の本土防衛と位置づけられた沖縄戦、1952 年のサンフランシスコ講和条

約での沖縄の施政権の切り離し、同時期における本土からの沖縄への米軍基地の移転、1972

年の日本復帰後も変わらぬ過重な米軍基地負担という歴史的経緯、度重なる米軍及び米軍属

による事件・事故などからも明らかである。 

 国連の人権理事会及び人種差別撤廃委員会も沖縄の基地に関する問題を断続的に取り上

げており、特に人種差別撤廃委員会は、2010 年、「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、

住民の経済的、社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式の差別

に関する特別報告者の分析を改めて表明する」との見解を示している。 

 少なくとも、1996 年４月、当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が「今後５年ないし

７年以内に十分な代替施設が完成し、運用可能になった後、普天間飛行場を返還する」との

発表をした際、代替施設が必要だというのなら、前記 SACO 設置時の基本理念に基づき、沖

縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり国民的議論において決定すべきであった。しか

し、政府は、専ら「本土の理解が得られない」という不合理な区分により、「辺野古が唯一」

と繰り返し、同じ沖縄の辺野古に新基地の建設を強行していることは、憲法第１３条の幸福



追求権や平和的生存権を侵害し、憲法第１４条の定める「法の下の平等」に反する。 

 

５．求められているのは、民主主義及び憲法に基づいた公正な解決 

 沖縄の米軍基地の不均衡な集中、本土との圧倒的格差を是正するため、沖縄県内への新た

な基地建設を許すべきではなく、工事はただちに中止すべきである。 

 次に、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施設が国内に必要か否

かは、国民全体で議論するべき問題である。 

したがって、普天間基地の代替地について、沖縄県外・国外移転を、当事者意識を持った

国民的な議論によって決定すべきである。そして、国民的議論において普天間基地の代替施

設が国内に必要だという世論が多数を占めるのなら、民主主義及び憲法の規定に基づき、一

地域への一方的な押し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより決定することを求

めるものである。 

 

  以上の趣旨から、議会において採択し、その旨の意見書を地方自治法第９９条の規定によ

り、国及び衆議院・参議院に提出されたい。 

 

【陳情事項】 

１．辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。 

２．全国の市民が責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国

内に必要か否か、当事者意識を持った国民的議論を行うこと。 

３．国民的議論において、普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、

沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への

一方的な押し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより解決すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


